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番
　

号
意

見
の

内
容

意
  

見
見

　
解

N
o
.1

市
街

化
抑

制
を

含
む

ま
ち

づ
く

り
の

再
検

討

　
ま
ち
づ
く
り
の
中
に
、
総
合
的
な
治
水
の
考
え
を
積
極
的
に
盛
り
込
む
べ
き
と
考
え
ま
す
。

　
変

更
計

画
で

は
、

｢今
後

と
も

、
北

総
開

発
鉄

道
の

沿
線

開
発

や
、

都
営

新
宿

線
の

延
伸

、
東

京
外

郭
環

状
自

動
車

道
等

の
計

画
に

よ
り

、
流

域
内

の
市

街
化

進
ん

で
行

く
も

の
と

予
想

さ
れ

る
（
P
.7

）
｣、

｢
概

ね
1
0
年

後
に

お
け

る
流

域
開

発
に

つ
い

て
は

、
・
・
市

街
化

率
を

7
4
％

と
す

る
（
P
.1

6
）
｣、

｢市
街

化
調

整
区

域
内

の
既

成
市

街
地

と
、

市
街

化
区

域
内

が
全

域
市

街
化

さ
れ

る
も

の
と

し
、

市
街

地
面

積
4
8
.3

7
km

２
、

市
街

化
率

7
4
％

と
す

る
（
P
.2

4
）
｣と

し
、

低
成

長
時

代
に

入
っ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
依

然
と

し
て

右
肩

上
が

り
の

経
済

予
測

に
基

づ
き

過
大

な
予

想
を

前
提

に
し

て
い

ま
す

。
　

急
激

な
市

街
化

が
地

域
水

循
環

を
歪

ま
せ

都
市

型
水

害
を

引
き

起
こ

し
て

い
る

の
で

あ
り

、
市

街
化

抑
制

を
含

む
ま

ち
づ

く
り

の
中

で
流

出
量

の
抑

制
を

積
極

的
に

進
め

る
の

が
第

一
義

的
に

重
要

で
す

。
変

更
計

画
で

は
、

ま
ず

市
街

化
あ

り
き

で
次

に
そ

れ
に

応
じ

た
治

水
対

策
を

検
討

し
て

い
ま

す
が

、
こ

れ
で

は
発

想
が

逆
転

し
て

い
ま

す
。

安
全

な
住

環
境

の
確

保
を

最
優

先
し

、
河

川
と

都
市

計
画

の
担

当
部

局
が

緊
密

に
連

携
し

て
治

水
や

地
域

水
循

環
を

柱
に

据
え

た
ま

ち
づ

く
り

を
検

討
す

べ
き

で
す

。
市

街
化

率
は

そ
の

よ
う

な
総

合
的

な
治

水
の

観
点

か
ら

再
検

討
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

考
え

ま
す

。

　
市

街
化

率
に

つ
い

て
は

、
現

況
の

市
街

化
区

域
は

全
域

が
市

街
化

さ
れ

、
ま

た
、

市
街

化
調

整
区

域
は

現
状

の
市

街
化

分
だ

け
見

込
ん

だ
計

画
と

な
っ

て
い

ま
す

。
こ

れ
は

、
新

た
な

る
開

発
を

見
込

ん
だ

も
の

で
は

な
く

、
現

状
に

見
合

う
計

画
と

考
え

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
都

市
型

水
害

に
対

す
る

治
水

対
策

は
、

ご
指

摘
の

よ
う

に
市

街
化

抑
制

と
い

う
手

法
に

よ
り

現
状

維
持

に
努

め
る

こ
と

が
基

本
で

あ
り

、
さ

ら
に

既
成

市
街

地
に

お
け

る
雨

水
貯

留
・
浸

透
施

設
な

ど
に

よ
る

保
水

・
遊

水
機

能
を

確
保

や
耐

水
型

の
ま

ち
作

り
な

ど
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
　

県
と

し
て

は
、

行
政

の
み

な
ら

ず
地

域
住

民
も

含
め

て
、

流
域

が
有

す
る

現
状

や
課

題
を

共
有

す
る

こ
と

が
大

切
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

N
o
.2

流
量

分
担

計
画

の
再

検
討

　
流
量
分
担
計
画
で
、
河
川
分
担
と
流
域
分
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
り
、
河
川
対
策
も
流
域
対
策
も
、
流

域
総
合
治
水
と
し
て
一
体
的
に
対
策
を
進
め
る
べ
き
で
す
。

　
変

更
計

画
で

は
、

河
川

分
担

流
量

「
現

況
2
3
1
ｍ

３
/
Ｓ

(8
8
％

)→
目

標
2
5
5
ｍ

３
/
Ｓ

(9
1
％

) 
」
、

そ
の

う
ち

河
川

域
貯

留
流

量
「
現

況
2
1
ｍ

３
/
Ｓ

(8
％

)→
目

標
3
4
ｍ

３
/
Ｓ

(1
2
％

)（
P
.1

9
）
」
と

し
て

い
ま

す
。

　
総

説
（
P
.1

）
や

流
域

整
備

の
基

本
方

針
（
P
.1

6
）
で

、
河

道
に

偏
重

せ
ず

に
流

出
量

を
抑

制
す

る
総

合
的

な
対

策
が

必
要

と
謳

っ
て

い
ま

す
が

、
河

道
に

9
1
％

を
負

担
さ

せ
、

遊
水

地
域

（
流

域
の

6
.5

％
）

に
河

川
の

付
属

施
設

と
し

て
調

節
池

で
1
2
％

を
負

担
さ

せ
る

の
で

は
、

「
総

合
」
の

名
に

値
す

る
と

は
い

え
ま

せ
ん

。
流

量
分

担
の

根
拠

を
明

ら
か

に
し

、
再

検
討

す
る

べ
き

で
し

ょ
う

。
　

ま
た

、
変

更
計

画
で

は
、

保
水

地
域

で
処

理
流

量
を

「
現

況
1
5
ｍ

３
/
Ｓ

(6
％

)→
目

標
2
4
ｍ

３
/
Ｓ

(9
％

)
（
P
.1

9
）
」
、

市
川

・
松

戸
・
船

橋
・
鎌

ヶ
谷

の
流

域
各

市
の

対
策

量
を

「
合

計
2
8
6
,0

0
0
ｍ

３
（
P
.2

7
）
」
と

し
、

こ
の

対
策

は
「
目

標
値

の
達

成
は

十
分

可
能

な
状

況
に

あ
る

と
考

え
る

（
P
.2

4
）
」
と

述
べ

て
い

ま
す

。
　

保
水

地
域

は
流

域
の

8
2
.2

％
を

占
め

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
流

量
で

は
9
％

を
分

担
す

る
に

止
ま

っ
て

お
り

総
合

的
な

バ
ラ

ン
ス

を
欠

い
て

い
ま

す
。

市
川

市
は

今
年

７
月

に
「
市

民
あ

ま
水

条
例

」
を

施
行

し
従

来
に

も
増

し
て

浸
透

ま
す

の
普

及
を

進
め

て
お

り
、

松
戸

市
で

も
建

築
確

認
申

請
時

に
浸

透
ま

す
設

置
の

指
導

で
効

果
を

上
げ

て
い

る
と

の
こ

と
で

す
。

目
標

値
の

達
成

は
十

分
可

能
で

あ
る

な
ら

尚
更

、
前

計
画

の
値

を
そ

の
ま

ま
に

す
る

こ
と

な
く

、
こ

れ
ら

の
動

き
を

促
進

す
る

た
め

に
も

目
標

値
の

上
積

み
を

行
う

こ
と

は
可

能
な

は
ず

で
す

し
、

重
要

と
考

え
ま

す
。

　
河

川
改

修
・
調

節
池

・
分

水
路

整
備

な
ど

河
川

対
策

は
県

、
浸

透
ま

す
・
雨

水
貯

留
・
調

整
池

な
ど

流
域

対
策

は
市

と
別

個
に

縦
割

り
で

行
う

の
で

は
な

く
、

共
に

「
流

域
総

合
治

水
」
の

一
環

と
し

て
バ

ラ
ン

ス
の

と
れ

た
対

策
を

と
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

流
域

対
策

協
議

会
の

意
義

を
再

確
認

し
て

い
た

だ
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

　
真

間
川

流
域

整
備

計
画

の
変

更
計

画
で

は
、

国
分

川
と

大
柏

川
の

上
流

域
で

の
浸

水
被

害
を

軽
減

す
る

た
め

に
、

河
川

改
修

を
上

流
に

延
伸

す
る

計
画

と
な

り
ま

し
た

。
こ

れ
に

よ
り

、
こ

れ
ま

で
氾

濫
原

で
あ

っ
た

河
川

沿
い

の
低

平
地

の
氾

濫
は

解
消

す
る

反
面

、
将

来
的

に
は

流
域

分
担

量
が

低
下

し
、

ご
指

摘
の

「
総

合
治

水
」
の

名
に

値
し

な
い

と
い

う
指

摘
も

や
む

を
得

な
い

も
の

と
思

わ
れ

ま
す

。
な

お
、

総
合

治
水

流
域

で
は

、
市

街
化

率
が

高
く

、
ご

存
じ

の
よ

う
に

土
地

利
用

の
高

度
化

が
進

ん
で

お
り

、
開

発
前

の
よ

う
な

氾
濫

原
確

保
は

難
し

い
状

況
に

あ
る

と
い

う
の

も
事

実
で

す
。

　
一

方
、

「
市

川
市

宅
地

に
お

け
る

雨
水

の
地

下
へ

の
浸

透
及

び
有

効
利

用
の

推
進

に
関

す
る

条
例

（
通

称
、

市
民

あ
ま

水
条

例
）
」
に

み
ら

れ
る

よ
う

に
、

か
つ

て
有

し
て

い
た

流
域

の
良

好
な

水
循

環
の

保
全

や
浸

水
被

害
の

軽
減

を
図

る
た

め
に

、
河

川
改

修
の

み
な

ら
ず

、
市

民
一

人
ひ

と
り

が
自

己
の

所
有

地
に

降
っ

た
雨

水
を

浸
透

や
貯

留
す

る
こ

と
で

下
流

に
流

さ
な

い
取

り
組

み
が

行
わ

れ
る

な
ど

、
持

続
可

能
な

流
域

の
取

り
組

み
も

は
じ

ま
ま

り
は

じ
め

ま
し

た
。

　
今

後
は

、
こ

の
よ

う
な

取
り

組
み

が
行

政
主

導
型

か
ら

地
域

主
導

型
に

移
行

し
て

い
く

こ
と

も
必

要
だ

と
考

え
ま

す
。



番
　

号
意

見
の

内
容

意
  

見
見

　
解

N
o
.3

整
備

計
画

へ
の

記
載

事
項

　
以
下
の
対
策
を
具
体
的
に
盛
り
込
む
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
１

）
流

域
対

策
の

う
ち

、
雨

水
浸

透
や

各
戸

貯
留

な
ど

市
民

が
取

り
組

む
流

出
量

の
抑

制
を

カ
ウ

ン
ト
し

計
画

に
盛

り
込

む
よ

う
に

す
る

。
（
２

）
県

と
し

て
山

林
・
緑

地
等

の
自

然
地

を
水

源
涵

養
林

の
よ

う
に

緑
の

ダ
ム

と
し

て
保

全
す

る
制

度
を

設
け

る
。

（
３

）
総

合
治

水
の

観
点

か
ら

下
水

道
と

河
川

の
整

合
性

を
再

点
検

す
る

。
　

市
が

行
う

下
水

道
計

画
は

と
も

す
る

と
内

水
排

除
に

偏
重

し
や

す
く

、
県

が
行

う
河

川
整

備
計

画
と

整
合

性
を

欠
き

や
す

い
と

思
い

ま
す

。
総

合
治

水
に

あ
っ

て
内

水
対

策
は

流
域

対
策

の
一

環
で

対
応

す
べ

き
で

あ
り

、
両

計
画

の
再

点
検

が
必

要
で

す
。

（
４

）
5
0
0
ｍ

２
未

満
の

ミ
ニ

開
発

に
対

し
て

も
流

出
抑

制
に

つ
い

て
の

規
制

を
新

た
に

設
け

る
。

（
５

）
大

柏
川

第
２

調
節

池
は

、
同

第
１

調
節

池
と

比
べ

、
面

積
と

容
量

の
バ

ラ
ン

ス
を

欠
い

て
い

ま
す

。
大

柏
川

第
２

調
節

池
の

面
積

と
容

量
、

同
第

１
調

節
池

と
の

流
量

配
分

を
再

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。

（
１

）
各

戸
貯

留
な

ど
の

流
域

対
策

は
、

将
来

的
な

管
理

の
継

続
が

問
題

で
あ

る
た

め
、

現
時

点
で

は
治

水
計

画
上

の
対

策
量

に
カ

ウ
ン

ト
は

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

今
後

の
維

持
・
管

理
状

況
を

踏
ま

え
つ

つ
、

検
討

し
て

い
き

た
い

と
考

え
ま

す
。

（
２

）
地

域
の

理
解

と
協

力
に

よ
り

、
山

林
・
緑

地
等

の
保

全
が

な
さ

れ
る

べ
き

と
考

え
ま

す
。

（
３

）
下

水
道

計
画

と
河

川
計

画
は

密
接

な
関

係
が

あ
り

、
下

水
道

計
画

は
、

常
に

受
け

皿
と

な
る

河
川

の
能

力
を

把
握

し
、

整
合

を
図

っ
た

工
事

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
（
４

）
ミ
ニ

開
発

に
関

し
て

は
、

流
出

対
策

の
み

な
ら

ず
、

防
災

面
や

景
観

面
で

で
も

問
題

が
あ

る
と

は
認

識
し

て
お

り
ま

す
。

（
５

）基
本

的
に

は
、

洪
水

調
節

後
の

調
節

池
か

ら
の

排
水

は
、

維
持

管
理

の
面

か
ら

、
自

然
流

下
が

可
能

な
こ

と
が

有
利

で
あ

り
、

第
２

調
節

池
で

は
調

節
池

の
深

さ
を

浅
く

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

N
o
.４

国
へ

の
要

望
　

昭
和

５
４

年
、

真
間

川
水

系
は

総
合

治
水

対
策

事
業

特
定

河
川

に
指

定
さ

れ
ま

し
た

。
そ

れ
か

ら
２

６
年

、
実

際
に

進
ん

で
い

く
の

は
河

川
施

設
に

関
連

す
る

工
事

が
中

心
と

言
わ

ざ
る

を
得

ま
せ

ん
。

　
総

合
治

水
対

策
事

業
が

名
目

だ
け

の
「
総

合
治

水
」
と

な
っ

て
い

な
い

か
点

検
し

、
実

効
性

の
あ

る
総

合
的

な
治

水
対

策
と

な
る

よ
う

に
再

検
討

し
て

い
た

だ
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

　
総

合
治

水
対

策
事

業
特

定
河

川
が

本
当

の
意

味
で

「
総

合
治

水
」
と

な
る

た
め

に
は

、
当

然
な

が
ら

河
川

管
理

者
は

、
自

ら
実

施
す

べ
き

工
事

を
進

め
る

と
と

も
に

、
地

域
も

流
出

抑
制

に
努

め
、

官
民

一
体

と
な

っ
た

取
り

組
み

が
な

さ
れ

る
べ

き
と

考
え

ま
す

。
今

後
は

、
水

循
環

と
い

う
視

点
も

踏
ま

え
、

実
効

性
の

あ
る

施
策

を
策

定
し

て
い

き
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。


